
決算書掲載頁　P197

内
訳

１．多様な居住ニーズに対応する住宅・宅地ストックの確保。
２．秩序ある市街地形成と適正な土地利用を誘導し、安全安心で住み良い住宅地の形成を図る。

都市計画法等の各種法令及び河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく各種事務手続・処理について、適
宜運用を見直す等、同条例等の適正な事務処理をめざす。
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A

都市計画法等の各種法令及び河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づ
き、各種事務手続・処理を行った結果、条例に基づくあっせん・調停に至る案件がな
かった。A

都市計画法等の各種法令および開発条例に
基づき、適正に事務処理を行った結果、条例
に基づくあっせん・調停に至る案件はなかっ
た。
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都市計画法等の各種法令の申請などに伴う事務の適正な処理を行う。河内長野市開発事業の手続等に関する条例に
基づく事務の適正な処理を行う。
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１．多様な居住ニーズに対応する住宅・宅地ストックの確保。
２．秩序ある市街地形成と適正な土地利用を誘導し、安全安心・住み良い住宅地の形成を図る。
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1

直営 昭和47年度以前 都市計画法

河内長野市民及び河内長野市域で開発事業を行おうとする者

都市計画法等の各種法令及び河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく各種事務手続・処理について、適
宜運用を見直す等、同条例等の適正な事務処理をめざす。
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１．河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく協議・指導。
２．都市計画法開発許可等開発事業の申請に伴う調査・経由・帰属に関する事務。
３．開発事業者・土地所有者・市民の開発行為に関する相談・苦情等への対応。
４．開発事業に関連して必要な基準等の整備。　
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事業：開発指導事業                                

１．開発指導事業 

都市計画法等の関係法令及び平成２３年４月１日に施行された河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づ

き、関係各課と調整及び連携を図りながら協議・開発指導を行った。 

 

 

 

細事業：開発指導事業                             

１．開発指導事業 

都市計画法等の関係法令に基づく調査、経由、帰属等に関する事務を行うとともに、河内長野市開発事業の手続

等に関する条例に基づく関係各課協議や地域の特性に応じた良好な住環境へ誘導するための指導を行った。 

 

 

河内長野市開発事業の手続等に関する条例に伴う事前

協議 
５９件 

都市計画法開発許可申請 １４件（府分 ３件、市分 １１件） 

建築物の新築、改築、用途の変更、第一種特定工作物

の新設許可申請 
１件（府分 １件、市分 ０件） 

宅地造成等規制法許可申請 １件（府分 １件、市分 ０件） 

建築基準法道路位置の指定及び変更・廃止の承認申請 １件（府分 １件） 

 

 

 


